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千 葉 県 行 財 政 シ ス テ ム 改 革 行 動 計 画  
平成１４年度実施状況及び今後の取組方針（概要） 

 
１ 県行政のスリム化 
 （１）民間能力の活用 
   「民間でできることは、できるだけ民間に委ねる」という原則のもと、民間

委託等により行政サービスの向上や経費の削減等が見込まれる事務事業等に

ついては、民間能力の積極的活用を図ります。 

＜主な改革事項＞        （計画達成欄：○→達成、△→未達成、―― →改革事項なし） 

改革事項 H14 15 16 
計画達成 

H14  全体 
14 年度実施状況 今後の実施予定 

ＮＰＯとの協働 実施 

拡充 

 
○ 

 

△ 

① 千 葉 県 Ｎ Ｐ Ｏ 活 動 推

進 指 針 の策 定                                      
②千葉県ＮＰＯ活動推進

指針実施計画の作成 

【H15】 （仮称）県と NPO
とのパートナーシップ事業

提案制度の創設、パート

ナーシップマニュアルの作

成等   

ＰＦＩ手法の導入 検討  
○ 

 

△ 

浄 水 場 排 水 処 理 施 設 及

び 警 察 本 部 庁 舎 に つ い

て、導入可能性の調査検

討を実施 

【H15】＜浄水場＞ ①実

施方針の策定 ②特定事

業の選定＜警察本部＞①

導入に向けた基本方針の

決定②実施設計  等 

民間委託の推進 
 （浄給水場運転管

理等委託） 
 
 （工業用水浄水場

運転管理委託） 
 
 

（公用車の自動車

任意保険加入） 

 

 

順次実施 

 
○ 

 

△ 

平成 15 年度からの実施

に向け準備作業中。  

[ 量 水 器 の 取 付 け ] 平 成

16 年 度 から完 全実 施 。          

[排水処理施設の運転]  
15 年４月１箇所完全委託             

 
○ 

 

△ 

佐倉浄水場において、運

転管理委託を一部実施し

た。 

【H15～H16】南八幡浄水

場運転管理委託において

委託時間を拡大。 

 

―― 

 

―― 

任 意 保 険 の加 入 の公 用

車に係る平成 15 年度当

初予算措置がなされた。 

車両調査及び加入のため

の準備手続きを行い、１５

年度中旬から加入する。 

 
 （２）組織・機構の再編・整備 

本庁については、平成１２年４月に１０部体制を８部体制とする再編を行い

ましたが、今後も引き続き、地方分権の進展に対応し、国、市町村、民間との

明確な役割分担のもとで、新たな時代の要請に応え得る簡素で効率的な体制づ

くりに努めます。 

また、出先機関については、高度情報化の進展、市町村合併の動向、市町村

への権限移譲の状況、広域的自治体である県の役割等を踏まえ、事務の効率化

と県民の利便性の観点から、出先機関の見直しを行います。 

さらに、公の施設については、新設及び増設を原則として行わず、現在計画

段階であり工事未着手のものについても、これを取りやめます。また既存の施
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設については、施設ごとの独立採算を原則とし、１６年度を目途に廃止、民営

化その他の合理化を行います。 

＜主な改革事項＞        （計画達成欄：○→達成、△→未達成、―― →改革事項なし） 

改革事項 H14 15 16 
計画達成 

H14  全体 
14 年度実施状況 今後の実施予定 

本 庁 組 織 の 見 直

し 
 （政 策 立 案 ・調 整

シ ス テ ム 等 の 機

能整理） 
 
 （県土・都市づくり

を担う組織のあり

方） 

 
 （教育庁本庁組織

の見直し） 

 

 

順次実施 

 

 

 

 

 

 

検討 

  実施 

 

 
○ 

 

○ 

政 策 調 整 課 を政 策 調 整

室に、文書課を政策法務

課に改組し、各部主管課

の政策室に予算部門を取

り込み連携を強化した。 

政策評価の組織等への反

映について検討を進める。 

 

―― 

 

―― 

安全で快適な県土づくり、

都 市 づくりを推 進 するた

め、土木部と都市部の統

合 に つ い て 検 討 を 行 っ

た。 

【H１５年１１月】再編案の

公 表        

【H16 年 4 月】実施 

 
○ 

 

○ 

学 校 指 導 部 と 生 涯 学 習

部を統合し、教育振興部

を新設した。 

  

出 先 機 関 の 見 直

し 
 （支庁の見直し） 
 （土地改良事務所

の見直し） 
 （土木事務所の見

直し） 
 （県税事務所の見

直し） 
 
 （船橋保健所の廃

止） 
 
 （大阪事務所の廃

止）  

 

検討 

       

実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

―― 

 

 

 

―― 

【支庁】支庁を廃止し、真

に地域で必要な事務を行

うため、（仮称）県民ステ

ーションを設 置する方向

で検討 し て い る 。             

また、支庁見直しにあわ

せ 、  

土地改良事務所、 土 木事

務 所 、県税事務所                                  
の再編を検討。 

【H１５年１１月】再編案の

公 表         

【H16 年 4 月】実施 

 

実施 

 
○ 

 

○ 

船 橋 市 の中 核 市 移 行 に

伴い市へ引き継ぎ廃止し

た。 

  

 
○ 

 

○ 

社 会 経 済 情 勢 の 変 化 を

踏まえ、廃止した。 

  

公 の 施 設 の 見 直

し  
 （漁業研修所の廃

止） 
 （保育専門学院の

廃止） 
 
 
 

実施  
○ 

 

○ 

研修体制を見直し、年度

末をもって廃止した。 
 
 

  

募集停止 

 

  実施 

 
○ 

 

△ 

県が保育士育成を行う必

要性が薄れてきたため、

平成１５年度末をもって廃

止することとした。 
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 （手賀沼親水広場

のあり方の検討） 
 
 
 

 （博 物 館 ・ 美 術 館

の統廃合等） 

 

 （ 県 立 キャン プ 場

のあり方の検討） 

 
 （母子休養ホーム

の廃止の検討） 

 

 
 （老人休養ホーム

の 廃 止 ・ 民 間 移

譲） 
 

検討 

  順次実施 

 

 

 

 

―― 

 

 

―― 

手 賀沼 親 水 広 場の維持

管 理上 の問 題 点 等 実態

を把握 

平成１５年度中に次の事

項等を検討し方針を決定 

① 地 元 市 等 の 意 向 確 認 

②関係市町村等との調整 

③方針の決定 

検討 

   順次実施 

 

―― 

 

―― 

基本方針の検討 【 H15 】 実 施 計 画 の 策 定             

【H16】順次実施 
 

 

 

 検討 

 

 順次実施 

 

 

 

―― 

 

―― 

移 譲 又 は 廃 止 に向 け管

理 委 託 先 市 町 と 協 議 し

た。 

移譲又は廃止に向け、関

係市町と更に協議を進め

る。 

 

―― 

 

―― 

廃止に向けて施設管理を

行っている町と協議を行

った。 

引 き続 き協 議 を行 い、廃

止等の方向を決定する。 

 

―― 

 

―― 

千葉県社会福祉協議会、

地元市村との協議を行っ

た。 

移譲先の検討や移譲後の

営業形態について検 討を

行い、移譲又は廃止の決

定をする。          

県立病院のあり方

の検討 

検討 

   方針決定 

 

 

 

 

 

 

 

 

―― 

 

 

―― 

【職員の配置定数の見直

し】各病院の定数を見直

し、５０名を減員し、必要

な部門に２１名を増員し、

合わせて２９名を削減した       

【病院の再編運営形態の

見直】県立病院経営健全

化・将来構想案を策定中     

県立病院経営健全化・将

来 構 想 （案 ）の 中 で 検 討                          

【H15】①経営健全化具体

的 施 策 の 検 討 ・ 実 施       

②地方公営企業法全部適

用に向けた体制整備            

③臨床研修体制の整備 
④山武地域医療センター

構想（案）策定    
等 

内 部 事 務 の 集 中

処理化：（仮称）総

務ワークステーシ

ョンの設置 

検討 

 

      実施 

 

 

 

 

 

 

 

―― 

 

 

―― 

新事務フローの作成、制

度・運用・手続の見直し、

システム開発（一部）を行

い、関係機関との協議に

入った。 

【H15 年 11 月】職員用制

度 手 続 マ ニ ュ ア ル の 作

成 、旅 行 命 令 ･請 求 の電

子 申 請化              

【H16 年 1 月】扶養・住居・

通 勤 手 当 の 電 子 申 請 化       

【4 月】総務ワークステーシ

ョン設置・稼動  

水道局のあり方の

検討 

検討方針策定 

   順次実施 

 

 
○ 

 

△ 

「県内水道問題協議会」

で検討し、県としての考え

を取りまとめた。 
 
 

県と市 町 村との検 討 後 、

方向性が出た後、給水区

域内市村と協議に入る。 
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企業庁のあり方の

検討 

検討 

 

   順次実施 

 

 

 

 

 

 

 
 
○ 

 

 

△ 

①平成１４年２月に「企業

庁の改革について」を公

表し、見直しの基本方針

等を示した。 
②４部１５課１２出先機関

を４部１４課 １０出先機関

に改め、業務量の減少に

より５０名の減とした。 

・長期 事 業収 支 見通しに

外部チェックのため、監査

法人に調査を委託する。 
・引き続き事業の見直し及

び進捗に合わせた組 織・

人員の見直しを図り、主要

事 業 が収 束 する概 ね１０

年後の新しい組織への移

行を検討する。 

審 議 会 等 の 見 直

し 

順次実施  

△ 

 

 △ 

実態調査を行い、結果を

集計・整理した。 

審議会等の設置や運営等

に関する指針を発出し、①

既存審議会の活用、②幅

広 い 層 か ら の 委 員 の 選

任、③委員会の公開等情

報公開の推進等 に つ い

て、指導を行う。 

 
 （３）公社等外郭団体 

公社等外郭団体については、「公社改革の基本的考え方」に基づき、県民負

担の軽減を目的として、県依存型の経営から自立型の経営へと転換を図り、抜

本的な改革に取り組みます。 

＜主な改革事項＞        （計画達成欄：○→達成、△→未達成、―― →改革事項なし） 

改革事項 H14 15 16 
計画達成 

H14  全体 
14 年度実施状況 今後の実施予定 

公 社 等 外 郭 団 体

の見直し 

検討 

 

  順次実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
○ 

 

 

△ 

①「公社改革の基本的考

え方」を策定し、25％以上

出資の 56 団体の見直し

に 取 り組 んだ 。                    

②先行１８団体の見 直し

案を決定し、その他の団

体 は行 政 改 革 推 進 委 員

会に見直し方針を報告し

了 承 を得 た。          

【見直しの結果】廃止５、

民営化５、統合４、縮小１

１、関与縮小８、経営改善

１８、別途検討２、継続３ 
 

個 別 の団 体 の改 革 作 業

は、それぞれの見直し方

針に基づき具体的な取り

組みをしていく。 
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 （４）定員管理の適正化 
新たな定員適正化計画（１５年度～１７年度）を策定し、事務事業の廃止、

業務プロセスの見直し、組織の再編等により、定員の削減を行います。 

＜主な改革事項＞        （計画達成欄：○→達成、△→未達成、―― →改革事項なし） 

改革事項 H14 15 16 
計画達成 

H14  全体 
14 年度実施状況 今後の実施予定 

新 た な 定 員 適 正

化計画の推進 

実施 

 

 

 

 

 

 
○ 

 

△ 

既存事務事業の徹底し

た見直しを行い、より簡

素で効率的な組織体制

を目指し、定員の削減を

行った。 

（ｶｯｺ内は進捗率） 

・知事部局、各行政委員

会     △95 人 

・公営企業  △136 人 

・教育委員会事務局 

       △18 人 

・警察（警察官以外の職

員）    △28 人 

・合計 △277 人（42%） 

・学校職員（県単定数） 

△78 人(25.5%) 

計画に基づき、引き続き

定員の削減に努める。 

 
２ 新しい行政システムの構築 
 （１）開かれた県政と県民参加の推進 

県民への県政情報の積極的な提供を進め、開かれた県政運営と県民参加に積

極的に取り組みます。 

また、インターネット等の活用による情報公開の推進について検討を行うな

ど、公正の確保と透明性の一層の向上に努めます。 

＜主な改革事項＞        （計画達成欄：○→達成、△→未達成、―― →改革事項なし） 

改革事項 H14 15 16 
計画達成 

H14  全体 
14 年度実施状況 今後の実施予定 

県 民 の 意 見 ・ 提

案を行政に反映

さ せ る 手 続 に 関

する（パブリックコ

メント）制度の創

設 

検討 

 

  実施 

 

 

 

 

―― 

 

―― 

課題等を明らかにし、そ

れらを踏まえた制度内

容の概略を定める等、制

度の創設に向けた検討

を行った。 

【H15】 ①制度素案に対

するパブリックコメントの実

施              

②庁内意見照会  

③制度化 

入 札 ・ 契 約 制 度

等の見直し 
 （入札・契約制度

の改善） 

順次実施  
○ 

 

△ 

１，０００万円以上の工事

について設計金額の事前

公表を行った。 
 

H15 年４月からは、入札

を行う全工事について予

定価格を公表する。 
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 （ 電 子 入 札 の 導

入） 

 
 
 

 ( 入 札 関 連 情 報

の公表) 

 

検討 

 

   開発 

 

       実施 

 

 
○ 

 

△ 

 電子入札の導入に関す

る整備基本構想及びアク

ションプログラム（「千葉県

ＣＡＬＳ／ＥＣ整備基本構

想及びアクションプログラ

ム」）を策定した。 

・H15 から２か年かけ電子

入 札 システム を 開 発 。

・H17 年度から電子入札

を一 部 導 入 。        
・物品等は、土木部のシス

テムを参考として H１６年

度からシステム開発。 

推進  
○ 

 

△ 

１４年度以降一層の推進

を図っている。 

入札情報のホームページ

での充実を図る。     
物 品 等 の 公 表 に つ い て

は、基準の作成を検討。 
 

 
 （２）窓口業務等行政サービスの向上 

職員の現場主義に基づく意識改革をはじめ、接遇の向上、縦割り主義的な対

応の是正等、県民との接点における職員の応接の改善に努めるとともに、手続

の簡素化・効率化、インターネットを活用した行政の情報化等、県民の利便性

の向上を図っていきます。 

＜主な改革事項＞        （計画達成欄：○→達成、△→未達成、―― →改革事項なし） 

改革事項 H14 15 16 
計画達成 

H14  全体 
14 年度実施状況 今後の実施予定 

施設来所者アンケ

ート用紙の設置 

検討 

 

   実施・拡充 

 

―― 

 

―― 

効 果 的 な 意 見 集 約 手 法

等について検討を行った。 

①アンケートの内容、設

置場所等を検討  ②効

果の把握・アンケートの

改善等 

申請・届出等手続

の電子化 

順次実施 

 

 

 

 

 
○ 

 

△ 

【様式のダウンロード・サ

ービスの拡大】４６２様式 

→ ４ ９ ９ 様 式 【 手 続 の 調

査・対 象 事 務 の選 定 】申

請・届出等手続きの状況

調査を実 施【市町 村との

電子化】決算統計等統計

の収集を電子化した。 

①様式ダウンロード・サ

ービスは、引き続き拡大

を図る。 ②申請・届 出

等手続きの電子化につ

いては、業務の選定、フ

ローの見直し等を実施す

る。 

インターネットによ

る 給 水 申 込 等 の

受付 

実施 

 

 

 
○ 

 

○ 

平成 15 年 1 月から実施し

た。 
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 （３）事務事業の評価と見直し 
すべての事務事業について、再度その意義を確認のうえ、縮小、廃止、他事

業との統合等、思い切った整理合理化を進めます。また、県民ニーズを的確に

把握し、緊急度や優先度を重視した事務事業の選択や民間能力の活用に努めま

す。 

さらに、仕事の進め方全般について、その前提となる制度や慣行を含め抜本

的な見直しを行い、県民サービスの向上と事務執行の効率化・迅速化を図りま

す。 

＜主な改革事項＞        （計画達成欄：○→達成、△→未達成、―― →改革事項なし） 

改革事項 H14 15 16 
計画達成 

H14  全体 
14 年度実施状況 今後の実施予定 

規制緩和の推進 順次実施  
○ 

 

△ 

市 町 村 に 県 独 自 の 規 制

等 の 撤 廃 要 望 を 調 査 し

た。 

① 他 県 の 状 況 を 調 査 

②市町村等からの要望

を 各 部 に 検 討 依 頼 

③規制改革に関する方

針 等   を作成し実施。 
 

 

 

職 員 住 宅 及 び 職

員寮の原則廃止 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

順次実施  
 
○ 

 

 

△ 

【知 事 部 局 】①老 朽 化 の

著しい２住宅を廃止した。 

②廃止優先度の高い住宅

について、廃 止 に向けて

の入居者説明を行った。 

③改革内容を具現化する

ため、関係規程の整備を

行 っ た 。            

【水 道 局 】老 朽 化 及 び入

居率を勘案して、今後の

方針を策定した。 
               

【企 業 庁 】老 朽 化 及 び入

居率を勘案して、廃止住

宅 等 の 検 討 を 行 っ た 。               

【教育庁】①平成１７年度

末廃止住宅を決定し、廃

止に向けての入居者説明

を行った。 ②改革内容を

具現化するため、関係規

則の整備を行った。 
 

 

【知事部局】【H15】廃止

予定住宅に係る入居者

説明会 【H16】廃止予

定住宅退去・供用廃止 
 
 
 
 
【水道局】老朽化した住

宅及び入居率の低い住

宅について整理・統合し

ながら集約化を図る。 
【企業庁】廃止予定住宅

に つ い て 入 居 者 説 明

を 実 施 。                        

【教育庁】【H15】平成 18
年度末廃止住宅を決定

し、廃止に係る入居者説

明 【H16】平成 19 年度

末廃止住宅を決定し、廃

止に係る入居者説明 
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庁用自動車のあり

方の見直し 

実施  

△ 

 

△  

各所属への調査のための

準備を行った。 

[１５年度]所属調査を行

い 、 あ り 方 を 検 討 。          

[１６年度]効率的運行方

策を検討・作成する。 
 

庶 務 共 通 事 務 処

理システムの導入 

開発 

 

  実施 

 

開発 

 

     実施 

 

 

 
 
○ 

 

 

△ 

[休暇・時間外勤務等]  
 ・休暇申請・時間外勤務

命令・特殊勤務手当実績

報告について運用。    
・職員個人が庶務共通処

理システムから入 力でき

る よ う に し た 。    

【旅費】・詳細設計を終了  

旅行命令・旅費支給、扶

養 ・ 住 居 ・ 通 勤 手 当 申

告、給与等の口座振込

依 頼 、 履 歴 事 項 異 動

届 、 研 修 申 請 、非 常 勤

職員の勤務管理に係る

システム開発及び運用 

新 総 合 文 書 管 理

システムの構築 

検討 

 

       開発 

 

 

―― 

 

―― 

文書管理制度等に対する

意見等の収集、整理を行

った。 

LGWAN、電子申請、認

証等の状況把握及び関

係機関との調整を図り、

諸規程の整備等具体的

な検討を進める。 
 

予算編成システム

の見直し 

検討 

      実施 

 

―― 

 

―― 

他 団 体 の 実 施 状 況 の把

握及び内部検討作業を実

施した。 

平成 16 年度当初予算

から導入 
 

政 策 評 価 制 度 の

改善 

検討 

   実施・改善 

 

 

―― 

 

―― 

外部の専門家を交えて、

制度改善に向けた検討を

行った。 

［H15］実施  

［H16」改善 

大 規 模 公 共 事 業

等 事 前 評 価 制 度

の導入 

試行 

    

実施・改善 

 

 
○ 

 

△ 

試行対象事業を選定し、

外部評価委員会を開催。

県民の意見募集等を実施

した。 

[H15]導 入 ・実 施                                        
[H16]改善 

試 験 研 究 機 関 の

評価制度の導入 
 

検討 

    実施改善 

 

―― 

 

―― 

制度導入のための検討作

業を行った。 

[H15]導 入 ・実 施                                              
[H16] 改善 

危 機 管 理 体 制 の

強化：初動体制が

とれるよう職 員 の

配属等の整備 

検討 

 

   実施 

 
○ 

 

△ 

災害対策本部の体制を早

期に確立するため、初動

対応 職 員を指定した。そ

れ以 外 の職 員 の 参 集 先

の明確化を行った。 
 

参集職員の適正配置の

調整や独自の参集方法

を定めている部局との調

整を図る。 
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 （４）市町村への権限移譲 
県が担うべき広域行政に属するもの等を除いた、住民に身近な事務は、住民に

身近な市町村へ積極的に移譲していきます。 

＜主な改革事項＞        （計画達成欄：○→達成、△→未達成、―― →改革事項なし） 

改革事項 H14 15 16 
計画達成 

H14  全体 
14 年度実施状況 今後の実施予定 

市 町 村 へ の 事 務

権限移譲の推進 

順次実施  
○ 

 

△ 

対象市町村の拡大を含

む３０２事務を移譲した。 

①毎年度移譲手続を実施 

②市町村への意向確認を

経て７月に移譲事務を決

定、９月議会以降に特例

条例の改正を行う。 

 
 （５）人事システムの転換 

これまでの人事システムをあらゆる角度から見直し,民間企業や国の動向も

踏まえながら、職務と能力・実績をより重視した採用、異動、研修等の行える

人事システムへと転換します。 

＜主な改革事項＞        （計画達成欄：○→達成、△→未達成、―― →改革事項なし） 

改革事項 
H14 15 16 計画達成 

H14  全体 
14 年度実施状況 今後の実施予定 

意欲・成果を重視

した人事制度への

転換   

＜目標管理＞ 

検討 

   試行 

 

＜庁内公募＞ 

検討・実施 

 

 
 
○ 

庁 内

公募 

 

 

△ 

公募業務に職員が応募

し、適任者を担当組織に

配置する人材募集型庁

内公募制度を１４年度か

ら導入した。【１４年度実

績】３２人配置（７２人応

募） 

【目標チャレンジプログラ

ム】１５年６月上旬からプ

ログラムの試行を開始する。           

【庁内公募制度】１５年度

に政策提案型庁内公募を

実施する。 

適切な退職管理 検討・実施  
 
○ 

 

 

△ 

退職勧奨を廃止し、定年

退職を基本とした、人事

管理を行うこととし、平成

14 年度末退職者から全

ての職員を対象とした、

定年制への移行を行っ

た。 

国 の公 務 員 制 度 改 革 の

動向も踏まえながら、再就

職の透明性を確保する仕

組みについてさらに検討

を進める。 

早 期 退 職 制 度 の

継続 

実施  
○ 

 

○ 

平成１４年９月議会で条

例改正を行い、平成 １

４年度から１６年度まで

の３年間、期間延長を行

った。 
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情 報 化 研 修 の 見

直し：ｅラーニング

の導入 

検討 

   実施 

 

 
○ 

 

○ 

平成１４年７月から情報

系ネットワークを利用し、

県庁内ＨＰにて全職員に

提供。 

研 修 の参 加 状 況 や 成 果

等を分析し、適宜改善を

図る。 

時 間 外 勤 務 の  

２０％削減 

検討 

 

   順次実施 

 

 
○ 

 

△ 

「総 労 働 時 間 の短 縮 に

関する指 針」を定 め、１

年３６０時間、１月４５時

間の時間外勤務の上限

目安時間を設定した。 

【H15 年９月】異動規模、

時期についてシミュレーシ

ョンを行い、異動案や電算

処理方法等について準備 

育 児 休 業 中 の 職

員の活用 

検討 

 

     実施 

 

―― 

 

―― 

  【１５年度】依頼業務の抽

出、育休取得者への意向

調査規程整備試行 
【１６年度】実施 

 
注:｢計画達成｣欄の考え方 

①計画達成 H14 年度・全体欄の「－－」とは、14 年度改革事項が「内部検討や準備作業等」で

あり具体的改革事項がないため、H14･全体とも計画の達成・未達成の判断を行わない場合

である。 

   ②計画達成 H14 年度欄の「○」とは、１４年度の計画に照らして、スケジュールどおり又は前倒

しで事業実施しており、計画上の目的を達成している場合である。 

   ③計画達成 H14 年度欄の「△」とは、１４年度の取組スケジュール等で事業着手が明記されて

いるが、遅れ等により 14 年度予定の事業化が図られていない未達成の場合である。 

   ④計画達成全体欄の「○」とは、行動計画で示された改革事項全体がほぼ達成された場合で

ある。 

   ⑤計画達成全体欄の「△」とは、行動計画で示された改革事項全体の一部しか達成されてい

ない未達成の状態であり、今後継続して実施していく場合である。 

 
 
 
 
 
 
 


